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Ⅰ　は じ め に

　1985 年に勤労婦人福祉法の改正という形で成

立し，2006 年に当初の女性差別のみの規制から
男女双方に対する差別を禁止する法へと展開した
男女雇用機会均等法には，今日でもさまざまな課
題が指摘される 1）。おそらく最もしばしば指摘さ
れる事項の 1 つに間接差別の定義の狭さがあり，
合理的配慮のような新たな概念や均衡取扱法理を
どう捉えるか 2），後述する複合差別・交差性等の
概念を取り入れうるか 3）等も議論がある。均等法

（又は，仮に制定される場合，包括的差別禁止法 4））
において差別概念をどのように発展させるかは，
雇用環境・均等政策の重要な課題の 1 つである。
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カナダにおける実質的平等志向の
差別概念の展開と差別の救済
──包括的・実効的な雇用差別禁止法制の発展に向けて

差別概念をどのように発展させるかは，雇用環境・均等政策の重要な課題である。例えば，
日本の男女雇用機会均等法では間接差別の定義の狭さが長らく課題として指摘され，均等
法以外でも，合理的配慮や均衡待遇の位置づけ，交差性・複合差別概念の導入可能性等が
議論される。本稿は，1960 年代から包括的差別禁止法としての人権法を発展させてきた
カナダの法制を検討し，政策的示唆を導くことを試みる。カナダの差別禁止法制の特徴と
して，以下の点を指摘できる。まず，差別の救済につき，専門機関である人権委員会・人
権審判所が存在し，人権審判所は損害賠償のみならず法遵守促進のための構造的救済を命
じることができる（専門機関による柔軟な救済）。次に，私人間の差別を包括的に禁止す
る人権法を世界的にも早期に整備し，差別禁止事由を包括的に定めて時代の変化に応じて
拡大させてきた（差別の場面及び禁止事由の包括性）。そして，直接差別と不利益効果差
別（間接差別）の区別を重視せず，配慮義務（合理的配慮）をすべての差別の判断で問題
としたり，構造的差別や交差性を議論する等，実質的平等志向の差別概念が発達している

（実質的平等志向の差別概念及び判断枠組み）。以上のようなカナダの議論は，日本で間接
差別や交差性・複合差別の概念（及び包括的差別禁止法の制定）を議論する際に参考にな
りうる。また，配慮義務を性差別や（育児・介護を含む）家庭状況差別でも問題にするこ
と，構造的救済により差別の防止が目指されること等は，特に家族責任を負う女性労働者
に関わる政策を考える上で示唆に富む。
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論　文　カナダにおける実質的平等志向の差別概念の展開と差別の救済

　以上のような状況の下，本稿は，1960 年代か
ら私人間の包括的 5）差別禁止法としての人権法
を発展させてきたカナダの法制及び議論を，差別
概念のあり方を中心に紹介し，日本法への政策的
示唆を導くことを試みる。
　カナダでは，1962 年施行のオンタリオ州人権
法典をモデルとして，1970 年代後半までに連邦
及びすべての州で雇用やサービス等における私人
間の差別を包括的に禁止する人権法が制定され 6），
雇用における差別禁止も人権法を中心に議論され
てきた 7）。アメリカの議論を敏感に取り入れつつ，
アメリカとは異なる法理を発展させてきたカナダ
の法制は，日本で議論を深化させるうえで有益な
検討対象である。カナダについては，賃金衡平法
上のペイ・エクイティの研究が複数存在する
が 8），人権法による雇用差別禁止の全体像を明ら
かにした近年の研究は見当たらず，その検討には
意義があろう。
　なお，カナダでは連邦と各州にそれぞれ人権法
及び労働分野の法 9）が存在し，「カナダ法」を統
一的に論ずることは困難であるが，本稿は人権法
の解釈に関する重要な裁判例・審判例を確認し，
全体的な特徴の把握を試みる。
　以下，まず，差別の救済機関について確認する

（Ⅱ）。次に，差別禁止事由と差別概念のあり方を
示し（Ⅲ），最高裁判決を中心に差別の判断枠組
みを検討する（Ⅳ）。そして，それぞれの特徴を
明らかにする（Ⅴ）。

Ⅱ　差別の救済機関

　多くの州では，私人間の差別は人権法により設
置される人権委員会と人権審判所で救済され
る 10）。

１　人権委員会 11）

　連邦及び各州の人権委員会（Human Rights 
Commission）は，通常，人権促進機能（人権に関
する情報提供，研究，政策提言等）と人権保護機能

（申立ての受理，調査，調停，人権審判所への付託等）
を有する。オンタリオ州では 2008 年以降，人権
審判所への直接アクセスモデルがとられ，人権委

員会は人権促進機能のみを有している。
　例えば，連邦のカナダ人権委員会は，1993 年
国連パリ原則（国内機関の地位に関する原則）に
従った政府から独立の人権機関である 12）。差別
の 申 立 て を 受 け た 人 権 委 員 会 は， ま ず 斡 旋

（mediation）を試み，解決しない場合，調査を行
い，申立てを却下するか，調停（conciliation）に
付すか，人権審判所に付託する 13）。2020 年には
4 万 9000 人がカナダ人権委員会に連絡を取り，
ほとんどが申立てなしで解決し，1030 件の申立
てが受理され，151 件が人権審判所へ送付され
た 14）。

２　人権審判所

　州ごとに異なるが，人権審判所（Human Rights 
Tribunal）は，①雇用関係の逸失収入の塡補的

（金銭的）損害賠償，②精神的苦痛，尊厳及び自
尊の侵害並びに差別からの自由の権利の喪失によ
り 被 害 者 が 受 け た 苦 痛 の 一 般 損 害（general 
damages）の賠償，③復職及び雇用命令（hiring 
orders），④将来の差別を除去し若しくは防止す
ること又は将来の遵守を促進することを意図した
広範な救済命令（義務的な人権トレーニング，州に
よっては，構造的差別の是正を意図した義務的な雇
用クオータその他の命令）のような広範な救済権
限を有する 15）。
　例えば，オンタリオ州人権審判所は研修受講や
差別・ハラスメント防止ポリシーの策定等を命じ
ており，個々の被害者の損害賠償にとどまらず，
将来の法遵守促進のための構造的救済が出来る点
で意義がある。

３　裁判所

　ケベック州以外の州と連邦では，人権法違反の
差別はそれ自体で不法行為ではなく，差別の救済
を求めるには，人権法上の機関に申し立てなけれ
ばならない 16）。ただし，差別的行為による「故
意による精神的苦痛（Intentional infliction of emo- 
tional distress）」の不法行為やみなし解雇は裁判
所で請求可能である。これに対し，ケベック州で
は，被害者はケベック州人権憲章違反の差別につ
いて裁判所に損害賠償を求めて提訴することも可
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能であり，救済機関を選択できる 17）。

Ⅲ　差別禁止事由と差別の概念

　連邦及び各州の人権法では，時代の変化に応じ
てさまざまな差別禁止事由が追加され，差別概念
も直接差別からそれ以外へと拡大してきた。人権
法は「準憲法的（quasi-constitutional）」性質を意
識して，文脈と目的に即して，広範に，かつ権利
の保護に資するように解釈するものとされ 18），
これに沿って，妊娠を性差別に含むこと 19），育
児・介護責任を家庭状況差別に含むこと 20）等が
導かれ，確立している。

１　差別禁止事由

　連邦及びすべての州（準州を除く）の人権法に
共通の差別禁止事由には，人種，皮膚の色，民族
的出自，信条／宗教，性（妊娠を含む），結婚状
況，年齢 21），家庭状況，障害，性的指向，性自
認／性表現 22）がある 23）。州ごとに差はあるが，
人種，皮膚の色，民族的出自，信条／宗教が最も
早くから差別禁止事由とされ，性，結婚状況，年
齢，家庭状況，障害が 1960 年代後半から 1970 年
代にかけて，1990 年代に性的指向，2000 年代に
性自認／性表現が差別禁止事由となった。連邦又
は一部の州でのみ問題となる事由には，収入源／
公的扶助，社会的不利益／社会的条件 24），祖先，
政治的意見／政治的信念，（恩赦された）犯罪歴，
市民権／国籍，言語，遺伝的特徴等がある。
　なお，憲法の一部をなす「権利及び自由のカナ
ダ憲章」15 条 1 項（平等権）は，差別禁止事由と
して，人種，国家的若しくは民族的出自，皮膚の
色，宗教，性，年齢又は精神的若しくは身体的障
害 を 列 挙 し， 他 に， 類 似 の 事 由（analogous 
ground）に基づく差別を禁止する。類似の事由と
して認められたものには， 国籍，結婚状況，性的
指向等がある 25）。

２　差別の概念

（1）直接差別
　直接差別（direct discrimination）は，「外形上

（on its face）差別禁止事由に基づいて差別する慣

行又はルールを使用者が採用する」こと 26），「男
女別の賃金スケールや 1 つのジェンダー又は皮膚
の色の人のみを雇用する慣行のような，ルール，
基準又は慣行が個人の特性に基づいて個人又は集
団を区別する差別」27） 等と定義される。

（2）不利益効果差別
　 不 利 益 効 果 差 別（adverse impact discrimina- 
tion28）） の リ ー デ ィ ン グ ケ ー ス は，1985 年 の
O’Malley 事件 29）である。同事件で，改宗の結果，
最も忙しい土曜日に勤務出来なくなりパートタイ
ムとなった被用者が信条を理由とする差別を主張
したところ，カナダ最高裁は，アメリカで差別的
インパクト法理を確立した Griggs 判決 30）等を参
照して不利益効果差別を肯定した。
　同判決によれば，不利益効果差別は，「使用 
者が真にビジネス上の理由から採用したルール 
又は基準が，外形上中立的で，すべての被用者

（employee）に平等に適用されるが，それが，あ
る被用者又はその集団の何らかの特別な特性のた
めに，彼らに他の被用者集団（work force）構成
員には課されない義務，ペナルティ又は制限的な
条件を課し，当該被用者又はその集団に対して差
別禁止事由に基づく差別的効果（discriminatory 
effect）を有する場合」に生ずる 31）。
　後述の通り，カナダでは直接差別と不利益効果
差別で異なる差別の判断枠組みが用いられた時期
があったが，後に統一された。現在でも直接差別
と不利益効果差別の区別は用いられるが，その相
対性が指摘されており，両者の区別や差別意図を
重視しない発想が強い。

（3）構造的差別
　1984 年の「雇用における平等に関する王立委
員会報告書」（通称 Abella 報告）32） を機に，差別を
構造的に見る必要性が認識されるようになった。
Abella 判事は雇用における平等及び差別につい
て以下のように述べ，当時，アメリカとカナダで
論争を招いていた「アファーマティブ・アクショ
ン」ではなく「雇用衡平（employment equity）」
を用いて，差別是正措置の必要性を説いた 33）。
同報告は連邦雇用衡平法（1986）等の制定につな
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がった。

「雇用における平等とは，何人も内在的な能力
と関係ない理由により機会を否定されないことを
意味する。それは，恣意的な妨害のない平等なア
クセスを意味する。差別とは，人の能力と，彼又
は彼女がそれを示す機会との間にある恣意的な障
壁を意味する」。（中略）
「差別が誰かの潜在能力を妨げるための意図的
な欲求に動機づけられているか否か，又は，それ
が無実の動機による慣行又は構造（systems）の
偶然の副産物であるか否かは，問題でない。当該
障壁がある集団に不均衡に否定的に影響している
場合，それは，そのような不利益な効果（adverse 
impact）をもたらした慣行が差別的でありうる
という印である」。
「これが，構造の結果を見ることが重要である
理由である」。（中略）
「雇用における平等は，全ての人に同じ結果をも
たらすという概念ではない。それは，差別的な障
壁を 1 つずつ特定し除去することを求める概念で
ある。雇用における平等は，個人の潜在能力を発
揮するための完全な機会へのアクセスである」34）。

　その後，最高裁が構造的差別（structural dis- 
crimination） を 定 義 し た の が，Action Travail 
des Femmes 事件 35）である。同事件では，女性
団体 Action Travail des Femmes がカナダ人権法
10 条違反の差別的採用慣行を主張した。カナダ人
権審判所が差別の存在を認め，カナダ人権法 41 条
2 項（当時）の暫定的特別措置（Special Temporary 
Measures）として，0.7％であったブルーカラー
の女性比率が全国平均である 13％となるまで採
用者の 4 人に 1 人を女性にすること等を命じたと
ころ，連邦控訴裁判所は，同項の下で人権審判所
が有する権限は差別的慣行の将来における予防の
ための措置に限定され，過去の差別の結果を救済
することは出来ないとして，上記の命令を発出す
る権限を否定した。これに対して，最高裁は
Abella 報告を引用して構造的差別を定義し，人
権審判所の命令は適法と判断した。以下，構造的
差別を定義した部分を掲げる。

「雇用の文脈における構造的差別とは，いずれ
も必ずしも差別を促進するために設計されたので
はない募集，採用及び昇進の確立されたプロセス
の単なる実施に起因する差別である。当該差別
は，その時，不利益を受ける集団のまさにその排
除により強化される。なぜなら，その排除は，集
団の内外で，当該排除が『自然な』力，例えば，
女性は『単にその仕事が出来ない』ことの結果で
あるという信念を育てるためである（Abella 報
告 pp. 9-10 参照）。構造的差別を撲滅するために
は，負の慣行及び負の態度が異議を唱えられ，妨
げられうるような風土の創出が不可欠である 36）」。

（4）交差性，複合差別
　1990 年代から，「交差性（intersectionality）」な
いし「複合差別（compound discrimination）」「重
複差別（overlapping discrimination）」が徐々に注
目されてきた 37）。「交差性」はアメリカの法学者
Crenshaw の 1989 年の論文 38）が端緒とされる概
念であり，黒人女性の経験する差別は黒人男性の
それとも白人女性のそれとも異なるとして，差別
禁止事由が交差する場合の差別の経験の複雑さに
焦点を当てることから展開した議論である。狭義
には複数の差別禁止事由が交差することで初めて
生じる差別に着目するものだが，「複合差別」「重
複差別」と同義に用いることもある 39）。
　まず，カナダ憲章 15 条 1 項の平等権との関係
で議論が展開し 40），1999 年の Law 事件で，最高
裁は，「1 つ以上の列挙事由及び類似の事由の下
に差別の主張を組み立てることは，原告に開かれ
ている」とし，「原則として，事由の交差性

（intersection）を仮定する差別の主張が，15 条 1
項に列挙される事由の類似のもの又は統合として
理解されえない理由はない」と述べて，（広義の）
交差性を主張する可能性を認めた 41）。
　私人間の差別については，1998 年，カナダ人
権法に「念のため，差別的慣行は，1 つ以上の差
別禁止事由に基づき，又は，複数の差別禁止事由
の結合の効果に基づく慣行を含む」とする 3.1 条
が追加された。連邦以外でも，明文規定の有無に
関わらず，交差差別又は複合差別を認めた例があ
る。例えば，Baylis-Flannery 事件 42）は，男性使
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用者による黒人女性に対する性及び人種に基づく
差別とハラスメントを認めた 43）。2012 年には連
邦控訴裁判所が以下のように判断した 44）。

差別の交差的事由の概念は，「基本的なレベルで
は，複数の（multiple）差別事由が存在するとき，
それらの複合的な効果（combined effect）はそ
れらの個々の効果の合計よりも大きくなりうると
考える。交差的事由の概念はまた，これらの複数
の事由を分析的に分離することは，複合差別とは
実際何であるかを最小化するとも考える。分離し
て分析されたとき，各事由は差別の発見を個別に
正当化しないかもしれないが，諸事由が一緒に考
慮されたとき，他の絵が出現するかもしれない」。

「……差別の申立ての主な焦点は人種であるかも
しれないが，その主な事由の分析は，障害のよう
な他の申立ての事由，及び，これらの事由の交差
の結果，複合差別が起こっていた可能性を無視し
てはならない」。

　人権審判所での審判に進む事例以外にも，1997
年 4 月から 2000 年 12 月のオンタリオ州人権委員
会への申立ての 48％が 1 つ以上の事由を示唆す
るとの指摘 45）や，カナダ人権委員会で受理され
た申立てのうち 1 つ以上の差別禁止事由を含むも
のは 47％（2020）又は 42％（2019）あったとの指
摘 46）があり，交差性が広く議論される。

Ⅳ　差別の判断枠組み

　人権法上の差別の有無の判断においては，ま
ず，申立人（被用者等）が，あるルール，基準又
は慣行により，申立人が人権法上の差別禁止事由
に基づき差別されたことの一応の証明（prima 
facie case）を行い（1），それが認められれば，被
申立人（使用者，組合，職業団体等）が制定法上の
抗弁又は例外を主張立証することとなる（2）47）。

１　差別の一応の証明

　最高裁によれば，差別の一応の証明をするた
め，申立人は，①人権法の下で差別から保護され
るべき特性を有していること，②サービスに関し

て不利益な効果を経験したこと，及び，③保護特
性が不利益な効果の要因であること，を示す必要
がある 48）。②は，雇用に関する事案では「雇用
に関して不利益な効果を経験したこと」となる。
③につき，差別的考慮が差別と疑われる行為の唯
一の理由である必要はない 49）。差別は「『間接』
差別（‘indirect’ discrimination）」を含むさまざま
な形態をとりえ，差別の一応の証明に使用者の差
別意図は要求されない 50）。

２　制定法上の抗弁又は例外

（1 ）「二分論アプローチ（bifurcated approach）」
（-1999）

　最高裁は，不利益効果差別の概念を認めて以
降，差別の成立を否定する抗弁として，直接差別
には BFOR（bona fide occupational requirement；真
正な職業的要求）又は BFOQ（bona fide occupational 
qualification；真正な職業資格）51），不利益効果差別
には「配慮義務（duty to accommodate）」を用い
た時期があった。
　まず，前掲 O’Malley 事件は，不利益効果差別と
いう差別の類型を認めると同時に，アメリカの裁
判例 52）を参照して「過度の負担（undue hardship）」
にならない限りでの使用者の「配慮義務」を認め
た 53）。これは，「過度の負担なしに，申立人に配
慮するため合理的な手段（steps）をとること」，
すなわち，「使用者の事業の遂行への過度な介入，
及び，使用者の過度の出費なく，配慮のため合理
的でありうる手段をとること」である 54）。
　続けて，直接差別と不利益効果差別の場合のア
プローチにつき，以下のように述べた。

「〔宗教又は信条に基づく不利益効果差別のよう
な〕事案は，直接差別によるそれとは非常に異な
る問題を提起する。直接差別が立証された場合，
使用者は，問題の法令の下でそのような手段が可
能であるなら，当該ルールを正当化しなければな
らず，さもないと，当該ルールは廃止される。

〔これに対し〕信条を理由とする不利益効果差別
がある場合，問題を引き起こした命令又はルール
は必ずしも廃止されないだろう。不利益効果差別

〔が発生するの〕はある人又はある集団に限定さ
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れており，また，考慮されなければならないのは
被用者集団全体よりもむしろ当該人又は集団に対
する効果であるため，ほとんどの場合，その命令
又はルールは生き残るだろう。このような場合，
当該ルールが雇用と合理的に（rationally）結び
つくなら正当化の必要はないため，正当化の問題
は存在しない；要求されるのは，何らかの配慮の
措置である」（後略）。

　すなわち，直接差別の場合には問題となった
ルールの抗弁による正当化が問題であるのに対
し，不利益効果差別の場合にはルール自体を正当
化する必要はないが，不利益効果差別を受ける者
又は集団への配慮義務が問題となるとされた。
　O’Malley 事件と同日に言い渡された Bhinder
事件でも，多数意見は，BFOR の抗弁が認めら
れる場合，差別的慣行は存在しないため，配慮義
務が問題となる余地はないとした 55）。
　その後，1990 年の Daily Pool 事件 56）の多数意
見 は，Bhinder 事 件 の ア プ ロ ー チ は， 配 慮 が
BFOR の要素ではなく BFOR が証明されれば使
用者は配慮義務を負わないとする点では正しい
が，当該原理を不利益効果差別の事案に適用した
点で誤りであるとした。そして，あるルールが直
接的に差別をする場合，BFOQ と制定法上等価
であるものによってしか正当化されないが，不利
益効果差別の場合，適切な応答は，一般的適用に
おいては当該ルールを是認し，不利益効果差別を
受ける被用者に過度の負担なく配慮しえたかを考
慮することであると判示した 57）。
　Daily Pool 事件によって承認された直接差別と
不利益効果差別で抗弁を異ならせるアプローチ
は，学説等から「二分論アプローチ」と呼ばれ，
さまざまな批判を受けた 58）。また，最高裁内部で
も，配慮義務は BFOR によって排斥されないとす
る反対意見（Bhinder 事件）や，配慮義務は BFOQ
の例外又は抗弁の文脈の中で対処されるべきとの
意見（Daily Pool 事件）が示されていた 59）。こう
した中で，（2）で検討する Meiorin 事件におい
て，最高裁は「二分論アプローチ」を放棄した。

（2 ）「 統 一 的 ア プ ロ ー チ（unified approach）」
（1999-）

　差別に関する判断枠組みを確立したのが，1999
年の Meiorin 事件 60）である。それまで問題なく
勤務していた女性消防士が，新たに導入された 4
つの体力テストのうち 2.5km を 11 分以内で走る
テストに 49 秒遅れて解雇された事案で，最高裁
は不利益効果差別の主張を認め，BFOR を否定
した。
　最高裁は「二分論アプローチ」を放棄して「統
一的アプローチ」を採用し，配慮義務は BFOR の
一部であるとした。従来のアプローチを変更すべ
き理由として，学説を踏まえつつ，（a）直接差別
と不利益効果差別の区別の人工性（Artificiality），

（b）差別の方法〔直接差別か不利益効果差別か〕に
依る異なる救済〔の不都合〕，（c）不利益効果差
別を受ける集団が常に数的な少数者であるという
疑問の余地のある推定，（d）使用者の抗弁の実際
の適用における困難，（e）構造的差別の正当化

〔という問題〕，（f）従来の分析と人権法典の明文
の目的及び文言の間の不一致，（g）人権法の分
析とカナダ憲章の分析の不一致の 7 つを挙げる 61）。
　そのうえで，最高裁は新たなテストとして，

「（1）使用者が仕事の遂行に合理的に結びついた
目的のため当該基準を採用したこと，（2）使用者
が，仕事に関連する正当な目的の達成のため必要
と 信 義 誠 実 に 信 じ て（in an honest and good 
faith belief）当該特定の基準を採用したこと，及
び，（3）当該基準が仕事に関連した正当な目的の
達成のため合理的に必要であること」の 3 つを使
用者が立証しなければならないとし，（3）につき，

「当該基準が合理的に必要であることを示すため
には，使用者に過度の負担を課すことなく申立人
の特性を共有する個々の被用者に配慮することが
不可能であることが示されなければならない」と
示した 62）。（1）と（3）が客観的要件であり，（2）
が主観的要件である。
　最高裁によれば，このテストを満たすか否かの
分析過程で問われうる重要な問が 6 つある。すな
わち，（a）より個別性に敏感な基準の個別テスト
のような，差別的効果を有しない代替的アプロー
チを使用者が探求したか，（b）代替的基準が探
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求され使用者の目的を達成しうるとされたなら，
なぜそれらが実施されなかったのか，（c）使用者
にとって正当な目的を達成するため全ての被用者
が単一の基準を満たす必要があるのか，又は，集
団又は個人の相違及び力を反映した基準が創設さ
れえたのか，（d）使用者の正当な目的をなお達
成しながら，より差別的でない仕事の方法がある
か，（e）要求される能力が当該基準の適用される
人に過度の負荷（undue burden）を課すことなく
満たされることを保障するため，基準が適切にデ
ザインされているか，（f）ありうる配慮の追求を
助けることを義務付けられた他の当事者が彼らの
役割を果たしていたか（どのように個人の相違に配
慮するかを決定する仕事は，被用者，及び，労働協約
がある場合は組合にも義務を課しうる）である 63）。
ここでは，代替的基準の可能性，基準自体の内容
や必要性及び基準設定時の事情等が問われる。
　「統一的アプローチ」の採用の結果，「配慮義
務」が差別の判断に重要な役割を果たすことと
なった。そこで，以下，配慮義務に関する議論を
紹介する。

３　配慮義務

　前述の通り，配慮義務とは，「過度の負担なし
に，申立人に配慮するため合理的な手段をとるこ
と」である。配慮義務は，カナダでもアメリカと
同様，最初に宗教・信条差別について展開し，障
害差別で最も盛んに議論される。さらに，カナダ
では，性（とりわけ妊娠）差別や年齢差別等でも
議論され，近年，家庭状況差別（育児・介護等の
家族責任を含む）について配慮義務を問題とする
事例も増加している 64）。過度の負担の考慮要素
としては，安全，使用者の事業規模，被用者集団
及び施設の変更可能性，費用，労働協約との抵
触，被用者のモラル等が挙げられる 65）。
　配慮義務の概念は，差異に配慮することで平等
が達成される場合に有益でありうるが，障害差別
以外にも広くこの概念を用いるカナダでは懸念も
存在する。
　第一に，「過度の負担のない配慮」という概念
は，差別の主張への抗弁として経済的考慮を導入
する 66）。したがって，配慮義務は，差別が効率

的で経済的であるという理由で差別される人々を
創り出し 67），差別される人々に平等の二流のバー
ジョンしか提供しない使用者を保護することに発
展してしまいうる 68）。
　第二に，個別的配慮は構造的変化を妨げる可能
性がある 69）。例えば，Sheppard は，個別的配慮
と組織的方針変更の配慮の違いとして以下の例を
挙げる 70）。使用者が午後 4 時から午後 6 時にス
タッフ会議を開催していた場合，午後 6 時より前
に子供を迎えに行かなければならない労働者は会
議の時間に不利益に影響を受ける。この場合，2
つの配慮の戦略がありうる。第一に，午後 5 時に
終わるように会議を早い時間に変更することであ
る。これが組織的変化を含む配慮である。第二
に，影響を受ける労働者らはスタッフ会議を早退
することを許可されうる〔これが個別的配慮であ
る〕。Sheppard によれば，2 番目の戦略が幼い子
供を持つ労働者により助けにならないことは明白
である。彼らは早退を許可され，それにより懲戒
処分を課される恐れはないが，会議の一部を欠席
し，スタッフの議論に完全に参加する機会を否定
され，それゆえに，組織の中でリーダーシップの
ある地位に就きづらくなるためである。
　カナダでも一般には配慮義務は個別的配慮を指
し，構造的変化ないし構造的配慮を推奨する見解
が一般的というわけではないが，構造的配慮とい
う発想は示唆に富む。

Ⅴ　カナダの差別禁止法制の特徴

　ⅡからⅣで検討したカナダの差別禁止法制に
は，専門機関による柔軟な救済，差別の場面及び
禁止事由の包括性，実質的平等志向の差別概念及
び判断枠組み，という特徴を指摘できる 71）。以
下，順に敷衍する。
　まず，差別の救済につき，人権委員会と人権審
判所による行政救済制度が発達しており，専門機
関による柔軟な救済が可能である。人権審判所
は，被害者個人への損害賠償等だけでなく，将来
の差別を防止するためのさまざまな構造的救済

（差別・ハラスメント防止ポリシーの策定，研修受講
命令等）を命じる権限を有する。
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　次に，雇用を含むさまざまな私人間の差別を包
括的に禁止する人権法が 1960 年代から 70 年代と
いう世界的にも早期に整備され，包括的に定めら
れた差別禁止事由が次第に拡大してきた点にも特
徴がある。
　そして，差別概念と判断枠組みに関する特徴と
して，実質的平等志向の差別概念が発展し，アメ
リカ由来の不利益効果差別と配慮義務がカナダで
はより重大な役割を果たす点 72）が注目される。
カナダの主な差別概念には直接差別，不利益効果
差別，構造的差別があり，交差性・複合差別も議
論される。直接差別と不利益効果差別の区別は人
工的とされ（Meiorin 事件），差別意図は重視され
ない。差別の判断では，当初，直接差別には
BFOR，不利益効果差別には配慮義務を用いる二
分論アプローチがとられていたが，Meiorin 事件
で両者が統合され，配慮義務が広く問題とされる
ようになった。カナダでは憲法上の平等概念は実
質的平等と考えられており 73），「準憲法的」とさ
れる人権法でも，差別概念に不利益効果差別や構
造的差別を含み，取扱いの形式的な異同や差別意
図ではなく生じる効果を重視するという実質的平
等志向の議論が展開している。

Ⅵ　結　　語

　本稿は，カナダにおける人権法による雇用差別
禁止について判例を中心に検討し，専門機関によ
る柔軟な救済，差別の場面及び禁止事由の包括
性，実質的平等志向の差別概念及び判断枠組み，
という特徴を明らかにした。
　カナダの差別に関する議論は，多文化主義を掲
げ，マイノリティへの配慮を打ち出すことで国家
統合を図るという歴史的・社会的背景を反映した
面があり，直ちに日本の法制に持ち込むことがで
きるとは限らない。しかし，日本で未成熟な間接
差別や交差性・複合差別概念の発展（及び包括的
差別禁止法の制定）を議論する際，参考にできる
部分も少なくないと思われる。また，紙幅の関係
で詳しく触れられなかったが，育児・介護責任を
負う労働者に対する家庭状況差別と配慮義務に関
するカナダの議論は，日本で特に女性が多く負う

家族責任の議論を発展させるうえで示唆に富
む 74）。さらに，差別の救済についても，専門機
関による構造的救済を可能にするカナダの制度は
有益でありうる。
　また，1980 年代後半頃から注目され始めた構
造的差別と交差性（複合差別）は，前者が集団に
着目し，不均衡な影響を受けてきた集団に配慮し
て初めて平等が達成されるという考え方であるの
に対し，後者は個人が経験する差別は 1 つの差別
禁止事由のカテゴリーに押し込めることは出来
ず，複数の差別禁止事由が交差する場合にしか生
じない差別や複合によって影響が大きくなる差別
が存在するという考え方である。これらはいずれ
も現実の差別の複雑さに着目するものであり，差
別の解消を目指すうえで重要な視点である。同時
に，突き詰めると，ある属性を共有する集団内に
異なる差別を経験する個人が存在する現実をどの
ように捉えるべきか，ひいては差別概念自体をど
のように考えるべきかという問題が浮かび上が
る。使用者の配慮義務についても，カナダの差別
概念の発展に貢献したと評価しうる一方で，学説
の一部では個別的配慮が構造的変化を妨げること
を懸念するものがある。こうした議論は，差別概
念や差別における個人と集団の関係について，あ
まり議論されてこなかった視点を提供する。
　以上のように，カナダの議論から得られる政策
的示唆はさまざまに存在する。差別概念及び差別
禁止法制の更なる発展に向け，検討を続けたい。

 1）中窪裕也「男女の雇用平等―法制の現状と課題」日労研
727 号 14 頁（2021），和田肇ほか「《ワークショップⅢ》性差
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（2021）等。季労 273 号 77 頁以下［第 2 特集］「男女雇用平等
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 2）富永晃一「雇用社会の変化と新たな平等法理」荒木尚志編
『岩波講座　現代法の動態 3　社会変化と法』59 頁（岩波書店，
2014）。

 3）浅倉むつ子『雇用差別禁止法制の展望』530 頁，618 頁（有
斐閣，2016）。
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CO/7-8, 7 March 2016, para. 13（c）），学説上も制定を支持す
る見解がある（和田肇「今なぜ雇用平等法を問題にするのか」
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